
　
昨
年
４
月
１
日
に
施
行
さ
れ
た
「
国
等
に

よ
る
障
害
者
就
労
施
設
等
か
ら
の
物
品
等
の

調
達
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
き
、

当
市
に
お
け
る
障
が
い
者
就
労
施
設
等
か
ら

の
物
品
等
調
達
の
推
進
目
標
を
定
め
た
調
達

方
針
を
策
定
し
ま
し
た
。

「
平
成
26
年
度
甲
賀
市
障
が
い

者
就
労
施
設
等
か
ら
の
物

品
等
調
達
方
針
」を
策
定

問い合わせ

障
が
い
福
祉
課　
自
立
支
援
係
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２
／
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３‐４
０
８
５

　水道メーターは、「計量法」により有効期間が８年と
定められています。市では有効期間が満了する前に、
新メーターへの取替作業を甲賀市管工事協同組合に委
託して実施しますので、ご協力をお願いします。
●�６月から毎偶数月に、甲賀市管工事協同組合加盟業
者の従業員が対象のお宅にお伺いして、取替作業を
実施します。
●��取替対象の方には、事前にハガキで取替予定日と業
者名をお知らせします。

●��取り替えに伴う費用を請求させていただくことはあり
ません。
●�取替時の立会いは必要ありません。
●��メーターの取り替えの際には、一時的に断水します。
（通常５～２０分程度）
●��止水栓の不良などで取り替えができない場合は、後
日修繕工事をしてから取り替えます。

※�市が設置したメーター以外で、有効期間の８年が経過しているもの
は、所有者において取り替えをお願いします。

―第５６回水道週間―

おいしい　 だいじ　 お水 ごくごくりな な
　６月１日から７日までは水道週間です。毎日使用している水道水は、生活に欠かせないものです。この機
会に一人ひとりが水を大切にするよう心がけ、水の大切さについて考えましょう。

水道メーター取り替えのお知らせ 定期的にメーター確認を！
　急に使用量が増えたと思われるときは漏水の可能性
があります。
　蛇口を全部閉めてもメーターのパイロット（※下図参
照）が回転していれば、宅内給水管のどこかで水漏れ
があります。甲賀市指定給水装置工事事業者（市ホー
ムページに掲載）に修繕を
依頼してください。
　なお、漏水箇所が地下配
管などの場合は、水道料金・
下水道使用料の一部を減額
する制度があります。詳し
くはお問い合わせください。

問
い
合
わ
せ

●料金のことは
上下水道料金お客様センター　☎８６‐８２０１
上下水道料金課　☎８６‐８０１４／ ８６‐８０３２

●工事のことは
上水道課　☎８６‐８０１６／ ８６‐８３９０

　
中
小
企
業
や
小
規
模
事
業
者
に
お
け

る
経
営
者
保
証
の
弊
害
を
解
消
し
、
思

い
切
っ
た
事
業
展
開
や
早
期
事
業
再
生

な
ど
を
応
援
す
る
た
め
、「
経
営
者
保
証

に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
が
、
中
小

企
業
庁
・
金
融
庁
の
主
導
に
よ
り
策
定

さ
れ
ま
し
た
。

　
【
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
概
要
】

①�

法
人
と
個
人
の
資
産
・
経
理
が
明
確

に
分
離
さ
れ
て
い
る
場
合
、
経
営
者

の
個
人
保
証
が
不
要
に
な
り
ま
す
。

②�

多
額
の
個
人
保
証
を
行
っ
て
い
て
も
、

経
営
が
行
き
詰
ま
る
前
に
早
め
に
事

業
再
生
や
廃
業
を
決
断
し
た
際
は
、

手
元
に一定
の
生
活
費
等
が
残
る
こ
と

や
、「
華
美
で
な
い
」
自
宅
に
住
み
続

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

③�

保
証
債
務
の
履
行
時
に
返
済
し
き
れ
な

い
債
務
残
額
は
原
則
と
し
て
免
除
さ
れ

ま
す
。

　
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
金
融

機
関
と
相
談
を
し
た
い
方
は
、
ま
ず
は

中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
近
畿
本
部
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
ア
ド
バ
イ
ス
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て

無
料
で
専
門
家
の
派
遣
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

問い合わせ
（
独
）中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
近
畿
本
部

☎
０
６‐６
２
６
４‐８
６
１
１

経
営
者
保
証
に
関
す
る

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

経
営
者
保
証
に
依
存
し
な
い

資
金
調
達
を
応
援

狩猟免許について
　狩猟とは、鳥獣保護法で「法定の期間に法
定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等を行うこと」
と定められており、狩猟免許を取得すること
が必要です。狩猟免許は使用する猟法により、
網猟免許・わな猟免許・第一種銃猟免許・第
二種銃猟免許があります。わな猟免許では、「は
こわな」や「くくりわな」といった猟法を使っ
て狩猟をすることができ、第一種銃猟免許で
は、装薬銃を使って狩猟をすることができます。
　実際に狩猟をする際には、都道府県への狩
猟登録が必要です。また、第一種銃猟免許の
場合には、銃砲刀剣類所持等取締法による銃
の所持許可が必要です。

狩猟免許試験について
　免許取得試験は滋賀県が実施しています。
試験日程は以下のとおりです。

試験日 申込期間
第１回 ７月１２日（土） ６月４日（水）～１８日（水）
第２回 ９月５日（金） ７月２３日（水）～８月６日（水）
第３回 １２月７日（日） １０月２９日（水）～１１月１２日（水）

　試験についての予備講習会が滋賀県猟友会
において計画されています。詳細については
同会までお問い合わせください。

問
い
合
わ
せ

滋賀県甲賀森林整備事務所
☎６３-６１１６
滋賀県猟友会
☎０７７-５２５-７３０４

市による補助金制度について
◎狩猟免許取得支援補助金
補助対象：新規免許取得の経費
補助率：事前講習会受講料…３分の１以内
　　　　試験手数料…全額
補助限度額：10,000 円／人（予算の範囲内）

◎法定猟具購入等事業補助金
補助対象：�狩猟免許保有者が法定猟具を購

入・製作する経費（Ｈ 25 ～ 27
年度に限り、１人１回／年度　
申請可能）

補助率：２分の１以内
補助限度額：わな…100,000 円／人
　　　　　　銃器…200,000 円／人
　　　　　　（いずれも予算の範囲内）
詳細はお問い合わせください。

●
調
達
目
標　
４
３
０
万
円
以
上

●
調
達
す
る
物
品
等

物
品
：�

印
刷
物
・
食
品
類
・
啓
発
物
品

な
ど

役
務
：�

施
設
ま
た
は
公
園
の
草
刈
、
清

掃
作
業
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
な
ど

　
こ
の
方
針
に
基
づ
き
、
市
で
は
今
年
度
、
駅・

公
園
の
ト
イ
レ
清
掃
や
草
刈
業
務
な
ど
を
障
が

い
者
就
労
施
設
へ
優
先
的
に
発
注
し
ま
し
た
。

　
ま
た
今
後
、
市
や
企
業
な
ど
か
ら
の
発
注

を
一
括
し
て
受
注
す
る
た
め
の
共
同
受
注
窓

口
を
設
置
す
る
予
定
で
あ
り
、
障
が
い
者
就

労
施
設
等
の
受
注
機
会
確
保
に
努
め
て
ま
い

り
ま
す
。

狩猟免許・補助金
制度について

問
い
合
わ
せ

獣害特別対策室
☎６５-０７３４／ ６３-４５９２

　
児
童
手
当
・
特
例
給
付
現
況
届
は
、

毎
年
６
月
１
日
現
在
の
状
況
を
把
握

し
、
引
き
続
き
受
給
で
き
る
要
件
を

満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す

る
た
め
の
も
の
で
す
。

　
こ
の
届
を
提
出
し
て
い
た
だ
か
な

い
と
、
６
月
分
以
降
の
手
当
が
支
給

さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず
期
間
内
に

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
提
出
期
間
：

６
月
２
日（
月
）～
６
月
30
日（
月
）

８
時
30
分
～
17
時
15
分（
土
日
祝
は
除
く
）

◆�

提
出
場
所
：

市
民
窓
口
セ
ン
タ
ー

土
山
地
域
市
民
セ
ン
タ
ー

甲
賀
大
原
地
域
市
民
セ
ン
タ
ー

甲
南
第
一
地
域
市
民
セ
ン
タ
ー

信
楽
地
域
市
民
セ
ン
タ
ー

こ
ど
も
応
援
課（
郵
送
で
の
提
出
も
可
）

◆�

必
要
書
類
：
個
別
通
知
さ
せ
て
い
た

だ
く
案
内
通
知
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

児
童
手
当
・
特
例
給
付

現
況
届
手
続
き
の
ご
案
内

問い合わせ

こ
ど
も
応
援
課　
児
童
家
庭
支
援
係
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　東日本大震災からの復興に関し地方公共
団体が実施する防災のための施策に要す
る費用の財源を確保するため、平成２６年
度から平成３５年度までの１０年間、個人市・
県民税の均等割の標準税率が引き上げられ
ます。均等割額は、市民税・県民税それ
ぞれ５００円加算した５，８００円となります。

平成26年度以降の個人市民税・県民税に係る税制改正について
均等割 平成２５年度まで 特例期間

（平成２６年度～平成３５年度）
県民税※ １，８００円 ２，３００円
市民税 ３，０００円 ３，５００円
合　計 ４，８００円 ５，８００円

個人市・県民税の均等割標準税率の
特例措置

※県民税には琵琶湖森林づくり県民税８００円が含まれます。

問
い
合
わ
せ

税務課　市民税係
☎６５‐06７９／ ６３‐４５７４

8平成 26年 6月1日9 平成 26年 6月1日


